
環境学学位プログラム（博士後期課程）
Doctoral Program in Environmental Studies

168



以下の評価項目すべてを満たす学位申請論文を、最終試験を経た上で、博士論文として合格とする。

【評価項目】

1．当該研究分野における学術的な研究成果の位置づけ、およびオリジナリティが明確である。

2．提示されたデータ、資料等は、結論を導く上で必要十分なものである。

3．提示された仮説、仮定、論述は論理的かつ合理的である。

4．研究成果は、関連領域への展開等が可能である。

【要件】

学位論文審査願提出時（学位申請時）に、学位申請者が学位論文に直接関連する筆頭原著論文１編以上を公表しているこ

と。但し、これらには掲載が決定している１編を含めることが出来る。原著論文とは，国内外の学術誌に掲載されるものとする。

学則第44条第２項の適用を受ける願出に関しては、次のいずれかの要件を満たしていること。但し、これらには掲載が決定して

いる１編を含めることが出来る。

（１）課程博士学生の場合、学位論文に直接関連する筆頭原著論文が２編以上公表されていること。但し、これらには入学前の１

編に限り含めることができる。

（２）社会人早期修了プログラム学生の場合、学位論文に直接関連する筆頭原著論文が２編以上公表されていること。

【審査体制】

審査体制としては、予備審査委員会を設置し、予備審査委員会は、学位プログラムの研究指導担当教員による委員長のほ

か、学位プログラム教員会議構成員1名以上を含む学内教員3名以上で構成される。予備審査委員会は少なくとも1回開催し、学

位授与審査の願出要件を確認するとともに論文の内容、体裁などについて検討してその修正等の指導を行い、博士論文がその

審査を開始するに値するか否かの判定を行う。

さらに、論文発表会は予備審査委員会の前後に公開で行われる。論文発表会の時間は約１時間とし、学位申請者は論文の内

容を約40分間で発表し、その後約20分間の質疑応答を行う。

審査委員会を設置し、審査委員会は、研究指導担当教員による主査のほか、学位プログラム教員会議構成員1名以上を含む

学内教員3名以上で構成される。審査委員会には、必要に応じて他大学大学院または学外研究所の教員等を副査として加える

ことが出来る。
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・アドバイザリー・コミッティが定期的に学生の評価を行い、研究の進捗度を審査する。

・環境学フォーラムI・ IIについては、討論、プレゼンテーション等を通じて総合的に評価する。

・博士論文の進捗に関し、課題設定および研究計画を環境学博士論文演習Iにおいて、中間進捗を環境学博

士論文演習IIにおいて評価する。
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